
別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

救急時医療情報閲

覧機能 

事務部 

医事課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月31日 

日本電気株式会社 

 

東京都港区芝四丁目14-

1 

\3,196,600- 

救急医療情報閲覧機能の導入

にあたり、当該機能は既存シ

ステムとの高い互換性・連携

性が求められるものであり、

これまでのシステム開発・保

守を一貫して担当している業

者による対応が最も円滑かつ

迅速であると判断したため随

意契約によることとした。 

 

A 棟コージェネレ

ーション煙道等補

修工事 

事務部 

施設課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月1日 

株式会社大阪ガスファ

シリティーズ 

 

大阪市東成区中道1丁目

4番2号 

\2,057,000- 

予定価格が250万円を超えな

い工事又は製造をさせるとき

に該当するため。 

日本赤十字社会計規則施行細

則第35条第1項第1号該当 

 

C 棟医療ガス供給

設備保守点検業務

委託 

事務部 

施設課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月31日 

株式会社 Kist 

 

京都市伏見区横大路一

本木19番地 

\1,870,000- 

契約業者は、当院の C 棟医療

ガス供給設備保守点検業務委

託の受託者であり、医療ガス

設備に精通した同社に最も適

切な保守点検が期待できるこ

とから、契約の性質又は目的

が競争を許さない場合に該当

するため。 

日本赤十字社会計規則第36条

第4項該当 

 

 

 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

病院総合情報シス

テムサポートサー

ビス（HW・SW保守業

務） 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月17日 

日本電気株式会社京都

支社 

 

京都市下京区 

四条通烏丸東入ル長刀

鉾町8 

\25,036,000- 

電子カルテシステム安定稼働

のための保守契約であり、当

該システム安定稼働のための

保守契約であり、当該業務を

安全かつ迅速に行うことを可

能とするのは、当該システム

プログラムの開発元で技術的

な詳細を熟知・精通している

選定ベンダ以外に業務履行不

可能であることから、契約の

性質が競争入札に適さないた

め日本赤十字社会計規則第36

条第4項に基づく随意契約と

する。 

 

病院総合情報シス

テム SE サポートサ

ービス（システム保

守業務） 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月17日 

日本電気株式会社京都

支社 

 

京都市下京区 

四条通烏丸東入ル長刀

鉾町8 

\17,793,600- 

電子カルテシステム安定稼働

のための保守契約であり、当

該システム安定稼働のための

保守契約であり、当該業務を

安全かつ迅速に行うことを可

能とするのは、当該システム

プログラムの開発元で技術的

な詳細を熟知・精通している

選定ベンダ以外に業務履行不

可能であることから、契約の

性質が競争入札に適さないた

め日本赤十字社会計規則第36

条第4項に基づく随意契約と

する。 

 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

医療情報システム 

運用管理業務委託 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月12日 

ワールドビジネスセン

ター株式会社 

代表取締役 

萩原 秀樹 

 

京都市南区西九条東御

幸田町25-2 

\16,500,000- 

医療情報システム運用の充

実、効果的な稼動の確保、当

課業務の効率化、職員対応満

足度向上等を目途に必要スキ

ルの検討並びに NEC 電子カル

テシステムを中心としたシス

テム対応スキルをもつ人材を

複数確保し、障害発生時に迅

速に対応可能とするため京都

市内に本社を有する企業であ

り、尚且つ企業規模等につい

て日本赤十字社会計規則にお

ける競争入札参加資格で本案

件に該当する企業であること

（役務の提供が B 等級以上）

及び病院経営に寄与する費用

概念を持ち合わせていること

を基準に検討を行った結論を

重要視し優先した結果、選定

業者以外に業務履行不可能で

あり、契約の性質が競争入札

に適さないため日本赤十字社

会計規則第36条第4項に基づ

く随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

眼科電子カルテ等

導入ベンダ関連シ

ステム（Claio等）

にかかる保守 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月31日 

株式会社 

ファインデックス 

 

東京都千代田区大 

手町一丁目7番2号 

\1,144,000- 

当該システムプログラム等の

開発元で、技術的な詳細を熟

知・精通している選定ベンダ

以外に業務履行不可能であ

り、保守の実施にあたり他社

の介入する余地を持たず、契

約の性質が競争入札に適さな

いため日本赤十字社会計規則

第36条第4項に基づく随意契

約とする。 

 

放射線画像保管 

システム保守 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月28日 

キヤノンメディカルシ

ステムズ株式会社 

京都サービスセンタ 

 

京都市下京区河原町通

松原上ル2富永町338京

阪四条河原町ビル 

\4,840,000- 

当該システム安定稼働のため

の保守契約であり、当該業務

を安全かつ迅速に行うことを

可能とするのは、当該システ

ムプログラムの開発元で技術

的な詳細を熟知・精通してい

る選定ベンダ以外に業務履行

不可能であることから、契約

の性質が競争入札に適さない

ため日本赤十字社会計規則第

36条第4項に基づく随意契約

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

循環器動画システ

ム保守 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月28日 

キヤノンメディカルシ

ステムズ株式会社 

京都サービスセンタ 

 

京都市下京区河原町通

松原上ル2富永町338京

阪四条河原町ビル 

\2,332,000- 

当該システム安定稼働のため

の保守契約であり、当該業務

を安全かつ迅速に行うことを

可能とするのは、当該システ

ムプログラムの開発元で技術

的な詳細を熟知・精通してい

る選定ベンダ以外に業務履行

不可能であることから、契約

の性質が競争入札に適さない

ため日本赤十字社会計規則第

36条第4項に基づく随意契約

とする。 

 

次期電子カルテシ

ステ更新に伴うプ

リンタ調達 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月24日 

東芝テック株式会社 

オート ID セールス＆マ

ーケティング部 

 

大阪市北区梅田2-2-22

ハービスエントオフィ

スタワー19階 

\6,160,000- 

契約業者は、当該機器のメー

カーかつ納品業者であり、契

約の性質が競争入札に適さな

いため日本赤十字社会計規則

第36条第4項に基づく随意契

約とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

病院総合情報シス

テム（電子カルテシ

ス テ ム サ ー バ 群 

一式） 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月26日 

日本電気株式会社 

医療ソリューション事

業統括部 

 

東京都港区芝四丁目１

４－１ 

\241,000,000- 

次期システムへのデータ移行

の優位性及び操作性、部門シ

ステム間の連携インターフェ

ースなどを重要視し、職員作

業負荷を含めマスタデータな

どの現行資産を最大限活用で

きる効率的な方法を検討した

中、当該システムプログラム

等の開発元で技術的な詳細を

熟知・精通している選定ベン

ダー以外に業務履行不可能で

あり、契約の性質が競争入札

に適さないため日本赤十字社

会計規則第36条第4項に基づ

く随意契約とする。 

 

病院総合情報シス

テム（導入作業費

用・アプリケーショ

ン） 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月26日 

日本電気株式会社 

医療ソリューション事

業統括部 

 

東京都港区芝四丁目１

４－２ 

\373,589,000- 

次期システムへのデータ移行

の優位性及び操作性、部門シス

テム間の連携インターフェー

スなどを重要視し、職員作業負

荷を含めマスタデータなどの

現行資産を最大限活用できる

効率的な方法を検討した中、当

該システムプログラム等の開

発元で技術的な詳細を熟知・精

通している選定ベンダー以外

に業務履行不可能であり、契約

の性質が競争入札に適さない

ため日本赤十字社会計規則第

36条第4項に基づく随意契約と

する。 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

病院総合情報シス

テム（ネットワーク

機器） 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月16日 

日本電気株式会社 

医療ソリューション事

業統括部 

 

東京都港区芝四丁目１

４－３ 

\43,901,000- 

次期システムへのデータ移行

の優位性及び操作性、部門シ

ステム間の連携インターフェ

ースなどを重要視し、職員作

業負荷を含めマスタデータな

どの現行資産を最大限活用で

きる効率的な方法を検討した

中、当該システムプログラム

等の開発元で技術的な詳細を

熟知・精通している選定ベン

ダー以外に業務履行不可能で

あり、契約の性質が競争入札

に適さないため日本赤十字社

会計規則第36条第4項に基づ

く随意契約とする。 

 

病院総合情報シス

テム（サーバサポー

トパック） 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月26日 

日本電気株式会社 

医療ソリューション事

業統括部 

 

東京都港区芝四丁目１

４－４ 

\34,910,000- 

次期システムへのデータ移行

の優位性及び操作性、部門シス

テム間の連携インターフェー

スなどを重要視し、職員作業負

荷を含めマスタデータなどの

現行資産を最大限活用できる

効率的な方法を検討した中、当

該システムプログラム等の開

発元で技術的な詳細を熟知・精

通している選定ベンダー以外

に業務履行不可能であり、契約

の性質が競争入札に適さない

ため日本赤十字社会計規則第

36条第4項に基づく随意契約と

する。 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

就業管理ｼｽﾃﾑ「医師

の働き方改革ｵﾌﾟｼｮ

ﾝ機能追加」 

事務部 

人事課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月31日 

テック情報株式会社 

 

徳島県板野郡板野町 

犬伏字東谷6番地33 

\3,190,000- 

本システムの開発者であり、

契約の性質又は目的が競争を

許さないため。 

 

日本赤十字社会計規則第36条

第4項該当 

 

島津Ｘ線透視撮影 

システム 

Sonialvision G4 

保守料 

事務部 

調度課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月1日 

島津メディカルシステ 

ムズ株式会社 

関西支社 京都営業所 

 

京都市中京区西ノ京徳 

大寺町1 

\21,780,000- 

契約業者が当機器メーカーで 

あり他の業者では対応できな 

いことから、契約の性質又は 

目的が競争を許さない場合に 

該当するため。（日本赤十字社 

会計規則第36条第4項） 

 

島津Ｘ線 TV システ

ム 

FLEXAVISION F4 

保守料 

事務部 

調度課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年3月12日 

島津メディカルシステ 

ムズ株式会社 

関西支社 京都営業所 

 

京都市中京区西ノ京徳 

大寺町1 

\6,600,000- 

契約業者が当機器メーカーで 

あり他の業者では対応できな 

いことから、契約の性質又は 

目的が競争を許さない場合に 

該当するため。（日本赤十字社 

会計規則第36条第4項） 

 

 


